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令和８年６月１１日
株 主 各 位

金沢市広岡３丁目１番１号
金 沢 パ ー ク ビ ル １ Ｆ

代表取締役社長 小林 工

第１１４回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第１１４回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知
申し上げます。
なお、当日ご出席頂けない場合は、書面又はインターネットにより議決権を行
使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討
頂き、２ページに記載の「議決権行使方法のご案内」をご参照の上、令和８年６
月２５日（木曜日）午後５時３０分までに議決権を行使してくださいますようお願い
申し上げます。

敬 具
記

１．日 時 令和８年６月２６日（金曜日） 午前１０時（午前９時より受付）
２．場 所 金沢市尾山町９番１３号金沢商工会議所会館

（南町・尾山神社バス停下車）
３．目的事項

報告事項 １． 第１１４期（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）
事業報告及び連結計算書類の内容報告並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２． 第１１４期（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役１名選任の件
第４号議案 監査役２名選任の件
第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

以 上
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１ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申し上げます。

２ お車でお越しの場合の駐車料金等は、各自のご負担でお願いいたします。
３ 連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表は、法令及び当社定款第１３条の規定に基づき、
インターネット上の当社ウェブサイト（https : //www.hokutetsu.co.jp/）に掲載しておりますので、本
招集ご通知の添付書類には記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人が監査した連結計算書類
及び計算書類は、本招集ご通知の添付書類に記載の各書類のほか、上記の当社ウェブサイトに掲載して
いる連結注記表及び個別注記表となります。

４ 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、上記の当社ウェブ
サイトに掲載させて頂きます。

５ 株主総会会場内での写真撮影・録画・録音については、原則禁止とさせて頂いておりますので、ご協
力頂きますようお願い申し上げます。
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（添付書類）

事 業 報 告

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、インバウンド需要の堅調な推移に
加えて雇用や所得環境の改善が見られたことから緩やかな回復基調で推移い
たしました。一方、資源・エネルギー価格の高騰や円安に伴う物価上昇、米
国の通商政策動向への懸念に加え、ロシア・ウクライナをはじめとする国際
情勢の緊迫化のさなか、新たな中東紛争が生じ原油価格の上昇から、エネル
ギー関連コストの増加圧力が一層高まるなど、経営環境は引き続き厳しい状
況にあり、先行きは依然として不透明な状況が続いております。
こうした環境のもと、令和６年能登半島地震発生から一年が経過し、復興
に向けた取り組みが進む中、当社グループは「復興から未来への礎を」を掲
げ、安全輸送を最優先にした事業活動を推進してまいりました。
この結果、当連結会計年度の業績につきましては、営業収益は１１９億７百

万円（前期比１．２％減）となり、営業損失は４億３０百万円（前期営業損失１
億１１百万円）、経常損失は３億６０百万円（前期経常損失３８百万円）、親会社株
主に帰属する当期純利益は５億４７百万円（前期比９．１％減）となりました。
また、当社の営業収益は５０億６４百万円（前期比１．８％増）となり、経常利
益は３億７２百万円（前期比４６．０％減）、当期純利益は５億２７百万円（前期比
１７．３％増）となりました。
以上の業績及び経営基盤強化に必要な内部留保を勘案し、配当につきまし
ては、１株につき１５円とさせて頂きたいと存じます。
当社グループの事業別の概況は次のとおりであります。

ア．運輸業
乗合バス事業では、昨年４月に能登地区の２社を統合し、北鉄能登バス
株式会社として新たな体制を発足いたしました。金沢地区においては、定
期観光バス「白川郷・五箇山めぐり」の運行を開始し、予約窓口として新
たに多言語予約サイト「Japan Bus Online」を追加するなど、訪日外国人
のご利用しやすい環境整備に取り組みました。
クレジットカード等のタッチ決済においては新たに「Mastercard」を
追加し、対応ブランドを７種類に拡充するなど、お客様の利便性向上に努
めてまいりました。
一方で、施設や車両の老朽化、慢性的なバス運転士不足といった課題へ
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の対応として、雇用条件の改善をはじめとする各種施策を推進するととも
に、将来にわたり高品質な輸送サービスを安定的かつ持続的に提供するた
め、本年２月に運賃改定を実施いたしました。さらに、ＷＥＢによる定期
券購入予約システムの運用を開始し、窓口の混雑緩和に努めたほか、約４０
年ぶりにバスロケーションシステムを刷新し、当社ホームページ及びデジ
タル交通サービス「のりまっし金沢」から、より精度の高いバス接近情報
を提供するなど、利便性の一層の向上を図っております。
高速乗合バス事業では、白川郷・高山線で訪日外国人の観光需要を確実

に取り込むことで増収となったほか、名古屋線と新潟線が堅調に推移しま
した。
貸切バス事業では、貸切受注が減少し減収となりました。
鉄道事業では、昨年４月より鉄道線再構築事業を開始し、今後１５年間に

わたり新造車両の導入や変電所の更新など各種施策を年次計画に基づき着
実に推進してまいります。こうした取り組みの中、地域住民の皆様のご支
援により、石川線は開業１１０周年、浅野川線は１００周年という節目を迎える
ことができました。なお、石川線の愛称を「白山ジオパークライン」に決
定し、ユネスコ世界ジオパークに認定された白山手取川ジオパークと金沢
を結ぶ公共交通として、地域住民の皆様はもとより、訪日外国人の皆様に
も親しまれる鉄道を目指してまいります。また、本年３月には両線にキャッ
シュレス決済を導入し、利便性のさらなる向上を図りました。今後も安全・
安心な輸送の確保を最優先に、持続可能な鉄道運営に努めてまいります。
これらの結果、運輸業の連結営業収益は８８億７５百万円（前期比１．８％増）
となり、営業損失は５億４５百万円（前期営業損失４億２０百万円）となりま
した。
イ．レジャー・サービス業
航空事業管理部門では、国内線で減便があったものの、航空ハンドリン
グ業務の受託料の増額により増収となったほか、自動車教習部門では、入
校生の減少が影響し減収となりました。旅行部門では、観光需要の回復に
より主催旅行が好調に推移し増収となりました。情報システム部門では、
システム開発による新規受注やシステム改修等に加え、ハードウェア販売
においても大型受注があり増収となりました。
これらの結果、レジャー・サービス業の連結営業収益は３８億５２百万円（前
期比１１．７％増）となり、営業利益は１億５２百万円（前期比６４．９％増）とな
りました。
ウ．建設業
建設業では、昨年度のような大型公共工事の受注が減少し、連結営業収
益は９億１２百万円（前期比３７．１％減）となり、営業利益は６２百万円（前期
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比５１．２％減）となりました。
エ．賃貸業

賃貸業は、前年並みの営業収益を確保しました。
その結果、連結営業収益は３億８百万円（前期比２．０％増）となり、営
業利益は１億６８百万円（前期比６．５％増）となりました。

２．対処すべき課題
当社グループにおける最大の課題は、近年あらゆる業界において深刻化し
ている人手不足への対応であります。とりわけバス運転士不足の解消は喫緊
の課題であり、採用強化や離職防止に加え運営の効率化を図ることが求めら
れております。こうした状況を踏まえ、当社は本年４月１日付で北鉄金沢バ
ス株式会社を吸収合併いたしました。
本合併により、運行体制の最適化を進め、安全で安定的な運行の維持に努
めるとともに、さらなるサービス向上に取り組んでまいる所存であります。

ア．バス運転士の定着と獲得
バス運転士不足は依然として極めて深刻な状況にあります。この課題の
解決に向け、各種イベントへの積極的な参画や、運転士募集に特化したＣ
Ｍ放映を継続しております。また、賃金水準及び労働環境の抜本的な改善
を推進しており、引き続き、より多くの運転士確保に向け、採用活動及び
離職防止に資する施策を強力に推進してまいります。
イ．老朽化施設の対応
当社グループの各施設は、その大半が昭和４０年代に建築されたものであ

り、これまで段階的に更新を進めてまいりました。現在では割出地区の再
開発を含め、施設更新への対応が喫緊の課題となっておりますが、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大に伴い、計画の一部はやむを得ず中断しており、
昨今では、物価上昇及び資材価格の高騰により、投資環境は依然として厳
しく、新規投資の判断には慎重さが求められる状況にあります。
一方で、当社の根幹事業を支える各種施設の老朽化は着実に進行してお
り、安定的な事業継続の観点からも対応の先送りは困難な状況です。今後
は、投資環境を十分に見極めつつ、安全運行の継続ならびに労働環境の改
善のため、早期対応を視野に入れた計画的な実行・再整備に取り組んでま
いります。
ウ．運賃改定について
本年２月に金沢地区・加賀地区において路線バス運賃の改定を実施いた
しましたが、今後もバス運転士をはじめとする人材確保に向けた賃金水準
の改善とともに、老朽化施設の対応など、安全で快適な輸送サービスを提
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供し続けるための設備投資を継続していく必要があります。
このような状況を踏まえ、事業の維持・継続のため、今後も適切なタイ
ミングで運賃改定を実施してまいりたいと考えております。
エ．着地型観光の強化
中期経営計画では、収益力向上の一環として着地型観光の強化を掲げて
おり、これまで、定期観光バス「白川郷・五箇山めぐり」の新設をはじめ、
石川線を活用した白山方面への観光キャンペーン「はくさんジオジャーニ
ー」を展開するなど、着地型観光の強化に取り組んでまいりました。
なかでも、インバウンド需要の取り込みに努めており、多言語予約サイ
トを新たに採用したほか、当社初の多言語チラシの作成や人気インフルエ
ンサーによるＳＮＳのＰＲ強化をはじめ、定期観光バスに多言語同時通訳
システムを導入するなど、さまざまな施策に取り組んでいます。
今後も、インバウンド需要を含めた着地型観光の強化に努め、収益力向
上に努めてまいります。
オ．鉄道線の再構築事業の推進
昨年４月に開始いたしました「鉄道事業再構築事業」では、石川線に導
入する新造車両の設計作業を進めているほか、石川線・浅野川線における
老朽化施設の計画的な更新など、安全性・安定輸送の確保に向けた設備投
資を着実に進めてまいります。これにより、日常的にご利用頂く地域の皆
様の安心・快適な移動を支えるとともに、観光でお越しの方々にも、より
利用しやすい交通環境の整備に取り組んでまいります。今後も利便性のさ
らなる向上を図り、地域に根ざしながら多くのお客様に選ばれ、末永く親
しまれる鉄道線を目指してまいります。

当社グループは、中期経営計画「ブランドビルド２０２６ ～新しい北鉄グルー
プを創る～」（３ヵ年計画）の最終年度を迎えております。企業理念である「人々
の日常生活を支え、誠実に行動し、信頼される身近な存在として地域社会に貢
献する」のもと、今後も地域行政との連携を一層強化し、お客様から親しみを
持って頂けるとともに、より多くの皆様から愛される企業を目指してまいりま
す。その実現に向け、「安全・安心・快適」を最優先に、グループ一丸となっ
て取り組んでまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、心
よりお願い申し上げます。
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３．設備投資の状況
当連結会計年度において実施いたしました設備投資のうち、主なものは次
のとおりです。

運 輸 業

自動車事業（リース資産を含む）
車 両
一般路線車 １８両
高 速 車 ４両
特 急 車 ２両
貸 切 車 ４両

施 設
バスロケーションシステム更新 １式

鉄道事業
タッチ決済機器導入 １式
石川線荒川橋梁改修工事 １式

４．資金調達の状況
該当する事項はありません。

５．財産及び損益の状況の推移
①企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分 第１１１期
令和４年度

第１１２期
令和５年度

第１１３期
令和６年度

第１１４期
令和７年度

（当連結会計年度）
営 業 収 益（千円） １０，３２３，１８６ １１，１８０，１６８ １２，０５７，４６１ １１，９０７，１８０
経常利益（△損失）（千円）△ ４８５，４８２ １８２，８３７ △ ３８，３７４ △ ３６０，７７８
親会社株主に帰属する
当期純利益（千円） ６５３，００６ ８２５，５４９ ６０２，５２９ ５４７，７３１
１株 当 た り
当期純利益（円） １８５．２３ ２３４．１７ １７０．９１ １５５．３６

総 資 産（千円） １６，８０３，９１６ １７，４６１，１４８ １７，２４７，５７１ １８，０３５，３７４
純 資 産（千円） ５，０７１，１６５ ６，０３３，０２３ ６，５７８，３２２ ７，２５６，２２５

②当社の財産及び損益の状況の推移

区 分 第１１１期
令和４年度

第１１２期
令和５年度

第１１３期
令和６年度

第１１４期
令和７年度
（当期）

営 業 収 益（千円） ４，２２７，５４３ ４，７３４，６２８ ４，９７７，１８６ ５，０６４，６８８
経 常 利 益（千円） ３６１，７２３ ５５０，２３８ ６８９，６２２ ３７２，６８８
当期純利益（千円） ６８２，０１１ ４０４，１１４ ４４９，３６６ ５２７，２４１
１株 当 た り
当期純利益（円） １９３．４５ １１４．６３ １２７．４６ １４９．５５

総 資 産（千円） １０，７５２，５７８ １１，５７１，０８３ １１，４１３，４２４ １２，８５８，３３６
純 資 産（千円） ３，３８２，１９７ ３，９０５，４８８ ４，２９７，０５９ ４，９２６，９５０
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６．重要な親会社及び子会社の状況
①親会社との関係
該当する事項はありません。

②重要な子会社の状況

会 社 名 資本金
（百万円）

当社の出資比率
（％）

当社子会社の持株
を含めた出資比率

（％）
主要な事業内容

北 鉄 金 沢 バ ス ㈱ ９０ １００．０ １００．０ 自動車事業

㈱ ホ ク リ ク コ ム ４０ ７４．４ ８５．０ コンピューター
ソフト開発

北 陸 電 設 ㈱ ４５ ４８．５ １００．０ 電気工事業

㈱ 北 鉄 航 空 ４８ ５０．０ １００．０ 航空事業管理業

北 鉄 白 山 バ ス ㈱ ９０ ２９．５ １００．０ 自動車事業
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７．主要な事業内容
部 門 内 容 会 社

運 輸 業

乗合自動車事業
営 業 粁 ３，６０６km
車 両 数 ４２１両
路 線 数 １２７路線

貸切自動車事業
車 両 数 ７３両

当社
北鉄金沢バス㈱
北鉄能登バス㈱
北鉄白山バス㈱
北鉄加賀バス㈱

鉄道事業
第１種鉄道事業
石 川 線 １３．８km 客車１２両
浅野川線 ６．８km 客車１０両

当社

レ ジ ャ ー ・
サ ー ビ ス 業

コンピューターソフト開発 ㈱ホクリクコム

石油製品の販売
北陸ビルサービス㈱

建物維持管理及び清掃の受託

自動車教習所 北陸自動車興業㈱

旅行業 北鉄金沢バス㈱

航空事業管理業

広告業 ㈱北鉄航空

保険代理業

建 設 業
電気工事業 北陸電設㈱

道路標識標示の設置施工 北陸道路施設㈱

賃 貸 業
貸アパート
貸駐車場
土地建物貸付

当社
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８．主要な営業所等
部 門 名 称 所 在 地

（
自
動
車
事
業
）

運

輸

業

本 社
営 業 所：金沢営業所ほか２箇所
販売窓口：北陸鉄道チケットセンターほか２箇所

金沢市

営 業 所：南部支所ほか１箇所 白山市
営 業 所：北鉄加賀バス本社 小松市
営 業 所：北鉄加賀バス加賀支所 加賀市
営 業 所：北鉄能登バス羽咋営業所 羽咋市
販売窓口：北鉄能登バス高浜案内所 志賀町
営 業 所：北鉄能登バス本社
販売窓口：北鉄能登バス七尾駅前センター 七尾市

営 業 所：北鉄能登バス輪島営業所
販売窓口：北鉄能登バス輪島旅行センター 輪島市

営 業 所：北鉄能登バス飯田支所 珠洲市
営 業 所：北鉄能登バス穴水支所 穴水町
営 業 所：北鉄能登バス宇出津支所 能登町

（
鉄
道
事
業
）

運

輸

業

石 川 線 野町駅ほか１６駅
浅野川線 北鉄金沢駅ほか１１駅

金沢市
白山市
野々市市
内灘町

サ
ー
ビ
ス
業

レ
ジ
ャ
ー
・

コンピューターソフト開発 金沢市
ガソリンスタンド 金沢市
ビル管理、清掃業 金沢市
旅行代理店、広告代理店、保険代理店 金沢市
自動車教習所 野々市市
航空事業管理業 小松市

建設業
電気工事 金沢市
道路設備維持補修 金沢市

賃貸業 貸アパート、貸駐車場、土地建物貸付
金沢市
野々市市
加賀市
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９．従業員の状況
①企業集団の従業員の状況

従業員数（名） 前期末比増減（名）
９０２ △２３

（注）上記従業員のほかに、パートタイマー及びアルバイト２７９名を雇用しております。
②当社の従業員の状況
従業員数（名） 前期末比増減（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

２９５ △１ ４５．４ ２０．２
（注）上記従業員のほかに、パートタイマー及びアルバイト４２名を雇用しております。

１０．主要な借入先
借 入 先 借 入 残 高（百万円）

㈱ 北 國 銀 行 ８９２
㈱ 日 本 政 策 投 資 銀 行 ８８８
㈱ み ず ほ 銀 行 ６７５
㈱ 北 陸 銀 行 ５２５

１１．その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当する事項はありません。

Ⅱ．会社の株式に関する事項
１．発行可能株式総数 ６，０００，０００株
２．発行済株式の総数 ３，６２９，７１１株（自己株式１０４，３６０株を含む）
３．株主数 ４，０１５名（自己株式１名を含む）
４．大株主（上位１０名）の状況

株 主 名 持株数（株） 持株比率（％）
名 古 屋 鉄 道 ㈱ ４９２，８３１ １３．９７
㈱ 北 國 銀 行 １３９，２８４ ３．９５
石 川 日 野 自 動 車 ㈱ ２５，０００ ０．７０
京 阪 ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱ ２３，１４５ ０．６５
北 陸 電 力 ㈱ ２３，１４５ ０．６５
㈱ 北 陸 銀 行 １９，８７３ ０．５６
損 害 保 険 ジ ャ パ ン ㈱ １８，６０４ ０．５２
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 ㈱ １８，５１５ ０．５２
三菱ふそうトラック・バス㈱ １６，３９７ ０．４６
三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 ㈱ １５，０４４ ０．４２

（注）持株比率は、当事業年度の末日における発行済株式（自己株式を除く）の総数に対
する割合であります。

５．その他株式に関する重要な事項
該当する事項はありません。
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Ⅲ．会社役員に関する事項
１．取締役及び監査役の氏名等（令和８年３月３１日現在）

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

小 林 工 代表取締役社長 ㈱北鉄航空 代表取締役社長

加 藤 大 勝
代表取締役常務（企画開発部・
自動車部・鉄道部総括兼企画開
発部担当）

㈱ホクリクコム 代表取締役社長

田 口 成 樹
取締役（監査室・総務部・人事
部・健康管理部総括兼監査室・
総務部・人事部・健康管理部担
当）

髙 橋 航 取締役（自動車部担当）
城 田 貴 央 取締役（鉄道部担当）
西 宮 義 人 取締役 北鉄能登バス㈱ 代表取締役社長
松 田 隆 一 取締役 北鉄金沢バス㈱ 代表取締役社長
安 藤 隆 司 取締役 名古屋鉄道㈱ 代表取締役会長
髙 桑 幸 一 取締役 ㈱キョー・エイ 代表取締役会長
大 塚 直 樹 常勤監査役
梅 村 有 輔 監査役 名古屋鉄道㈱ 執行役員

東 寿 弘 監査役 石川交通㈱ 代表取締役社長
（注）１． 取締役 安藤隆司及び髙桑幸一の両氏は社外取締役であります。

２． 監査役 梅村有輔及び東寿弘の両氏は社外監査役であります。
３． 令和７年６月２７日開催の第１１３回定時株主総会において、松田隆一氏が取締役
に新たに選任され、就任いたしました。

４． 令和７年６月２７日開催の第１１３回定時株主総会の終結の時をもって、代表取締
役社長宮岸武司氏は任期満了により退任いたしました。

５． 名古屋鉄道㈱は、当社の主要株主であります。
６． 石川交通㈱は、名古屋鉄道㈱の子会社であります。
７． ㈱キョー・エイとは特別な関係はありません。
８． 常勤監査役 大塚直樹氏は、長年にわたる財務業務の経験を有しており、財務
及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

９． 当社は当社及び当社子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法
第４３０条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結
しております。
当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作

為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被
る損害賠償金や訴訟費用が填補されることとなります。
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２．取締役及び監査役の報酬等の額
取締役 １０名 ４０，５９４千円
監査役 ２名 ３，３５３千円
（うち、社外役員３名 ２，２５２千円）

（注）１ 上記報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額６，５０７
千円を含んでおります。

２ 上記のほか、令和７年６月２７日開催の第１１３回定時株主総会の決議に基づき、
役員退職慰労金を退任取締役１名に対し２２，３４０千円支給しております。

３ 上記の員数には、令和７年６月２７日開催の第１１３回定時株主総会の終結の時を
もって退任した取締役１名を含んでおります。

４ 期末現在の人員数は取締役９名、監査役３名であります。
５ 取締役及び監査役の報酬の額は、平成４年６月２６日開催の第８０回定時株主総会
において取締役は月額２，０００万円以内、監査役は月額３００万円以内と決議しており
ます。当該株主総会終結時点の取締役の員数は２３名、監査役の員数は２名です。
６ 取締役及び監査役の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の内容及び決定
方法につきましては、職位、会社業績、経済情勢、従業員給与とのバランス、役
員本人の成果・責任の実態などを考慮し、株主総会にて決議された総額の範囲内
で、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役の協議により決
定しております。

７ 取締役会は、代表取締役社長小林工氏に対し各取締役の報酬額の決定を委任し
ております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当
部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであり
ます。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、決定された

報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認し、当該決定方針に沿う
ものであると判断しております。

８ 業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しておりません。
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３．社外役員に関する事項
①重要な兼職先である法人等と当社との関係
重要な兼職先である法人等と当社との関係につきましては、「１．取締役
及び監査役の氏名等」に記載のとおりです。

②事業年度における主な活動状況
氏 名 地 位 主な活動状況

安 藤 隆 司 社外取締役

当該事業年度開催の取締役会において５回のう
ち２回に出席し、審議頂いております。
企業経営者に関する幅広い見識から、経営全般
に対する意見や指摘を述べるほか、取締役会の適
正性確保のために決議事項及び報告事項について
適宜質問するなど、期待する役割を果たしており
ます。

髙 桑 幸 一 社外取締役

当該事業年度開催の取締役会において５回のう
ち４回に出席し、審議頂いております。
企業経営者としての幅広い見識から、経営全般
に対する意見や指摘を述べるほか、取締役会の適
正性確保のために決議事項及び報告事項について
適宜質問するなど、期待する役割を果たしており
ます。

梅 村 有 輔 社外監査役

当該事業年度開催の取締役会において５回のう
ち５回と、同監査役会において５回のうち５回に
出席し、審議頂いております｡
経営に関する幅広い見識から、経営全般に対す
る意見や指摘を述べています。

東 寿 弘 社外監査役

当該事業年度開催の取締役会において５回のう
ち５回と、同監査役会において５回のうち５回に
出席し、審議頂いております｡
企業経営者としての幅広い見識から、経営全般
に対する意見や指摘を述べています。

③責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役及び社外監査役がその期待される役割を十分に発揮で
きるように、社外役員全員との間で当該責任限定契約を締結しております。
概要は、社外取締役及び社外監査役がその任務を怠ったことにより当社
に損害を与えた場合において、善意でかつ重大な過失がなかったときは、
会社法第４２５条第１項に定める最低責任限度額を上限とした損害賠償額を
負担するというものです。
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Ⅳ．会計監査人の状況
１．会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

２．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

摘 要 支払額（千円）
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 ２０，０００
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 ２０，０００

（注）１． 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品
取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分
できないため、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載してお
ります。

２． 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指
針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及
び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計
画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第３９９
条第１項の同意を行っています。

３．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第３４０条第１項各号のいずれかに該当すると認められ
る場合には、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人の解任又は不
再任について、必要な措置をとります。この場合、監査役会が選定した監査
役は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及
びその理由を報告いたします。
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Ⅴ．会社の体制及び方針
１．業務の適正を確保するための体制及びその運用状況
⑴ 業務の適正を確保するための体制
当社では、企業としての公正性、透明性及び法令の遵守や情報公開をはじ
め、企業の社会的責任を着実に遂行するために、「業務の適正を確保する体
制」を制定し、コンプライアンスとリスク管理体制等の整備を目指しており
ます。
①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア 取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、取締
役会に当社と利害関係を有しない社外取締役が在籍するようにする。
イ 社長を委員長とする企業倫理委員会で、コンプライアンス体制の推進
及び管理を実施する。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の取扱いについては、法令及び当社規則
に定められた年限までＩＴ技術も利用して検索機能の高い状態で保存管理
するものとする。
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
重要な情報（安全対策・人事政策等）、及び職務執行に関するリスク管

理については、各役職員が自らの担当業務に係るリスク又は損害発生の可
能性を検証し、未然防止に努める。
特に自動車・鉄道事業では「運輸安全マネジメント」に基づき、「安全
管理規程」をはじめとした諸規程を整備しており、この実効を高めるため
「北陸鉄道グループ安全推進委員会」を最高意思決定機関とし、北陸鉄道
とグループバス会社が連携をとりながら安全管理の計画・評価・改善を行
い、危険性（リスク）の排除に努めるものとする。
④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
重要な経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、取締役会の
ほか取締役とグループバス会社社長で構成する「構造改善会議」において
も審議し、取締役を含めた部長職以上で構成する「部長会」において情報
を共有することで各業務部門でのスムーズな計画、改善施策の検討及び必
要な措置を実施する。
⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア 職務権限規則の遵守を徹底する。
イ ｢コンプライアンス｣に関する講習会を実施する等、意識の日常化を図
る。
ウ 法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体
制は、監査室を所管とする｢ヘルプライン（内部通報制度）｣とし、中立
性を確保する。
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⑥当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

「関連会社統括事項通達」に基づき、定期的に開催される関連会社社
長会や安全推進委員会・営業連携会議・運行連携会議等において、決算
状況その他業務執行状況の提出を求め、取締役にその内容を報告する。
イ 子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
子会社にリスクマネジメントを行うことを求める等、グループ事業を
取り巻く様々なリスクに対する的確な管理・実践を行うための体制を確
立する。
ウ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するた
めの体制
内部監査担当部署が業務監査を行い、必要に応じて内部統制の改善策
の指導、実施の支援・助言を通じてこれを指導する。
エ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制
子会社の役職員のコンプライアンス意識の定着を図るほか、子会社に
コンプライアンス責任者を配置する等、業務の適正を確保するための体
制を確立する。
オ その他当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す
るための体制
内部監査担当部署は、子会社の業務の適正について調査し、調査結果
を関係する取締役及び監査役に報告する。

⑦監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役から
の独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関す
る事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた際は、その内
容につき協議の上、要望に沿うよう取り計らうこととする。
なお、使用人を置く場合、取締役はその業務の性格に留意し、その人事
上の異動や評価については監査役の同意の上でこれを行うものとする。
使用人は、取締役その他業務執行に係る管理職等の指揮命令を受けない。

⑧当社の監査役への報告に関する体制
ア 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
具体的な報告すべき主な事項は下記のとおりとし、速やかに報告する
ものとする。
１）取締役会、構造改善会議及び部長会に出席し、審議報告される事項
を共有する。
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２）社内で決裁される稟議書は全て報告する。
３）内部監査結果及び各部署で発生する情報等はその内容を報告する。
イ 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた
者が当社の監査役に報告をするための体制
子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた
者は、法令・定款違反となる事項、当社又は子会社に著しい損害を与え
るおそれのある事項その他経営上及びコンプライアンス上重要な事項を
監査役に報告する。
ウ 前イの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
を受けないことを確保するための体制
子会社の取締役、監査役及び使用人等は、監査役に前イの報告をした
こと、又は内部通報したことを理由として、いかなる不利益な取扱いも
受けない。
エ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その
他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関
する事項
監査役は、必要に応じ、公認会計士及び弁護士等の外部の専門家に相
談をすることができ、その費用は当社が負担する。そのほか、監査役の
職務の執行について臨時的に生じた費用は当社が負担する。

⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査活動において必要となる内部資料がある場合、当社関係部署担当者
は、要求された資料はすみやかに閲覧に供するとともに、資料作成等の実
務面において補佐する。
また、監査役に対し、必要に応じて弁護士、公認会計士等外部の専門家
から監査業務に係る助言を受ける機会を確保する。
　
⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況は、
以下のとおりであります。
① 主な会議の開催状況として、取締役会は５回開催され、取締役の職務執
行の適法性を確保し、適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係
を有しない社外取締役が全てに出席いたしました。その他、監査役会は５
回、北陸鉄道グループ安全推進委員会は１２回、構造改善会議は９回開催い
たしました。
② 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うととも
に、当社代表取締役社長及びその他の取締役、内部監査担当部署である監
査室、会計監査人との間で情報及び意見を交換し、連携を図っております。
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③ 監査室は内部監査活動計画に基づき、当社の各部門及び子会社の業務の
監査及び内部統制監査を実施いたしました。

２．株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関す
る基本方針については、特に定めておりません。
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令和８年３月３１日現在

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 ５，３９９，３３６ 流 動 負 債 ５，６０４，９４９
現 金 及 び 預 金 ２，５６７，８３３ 支払手形及び買掛金 ２５４，３４４
受取手形、売掛金及び契約資産 ４９５，８２９ 電 子 記 録 債 務 ６４，６９０
未 収 金 ２，１６５，０４２ 短 期 借 入 金 １，４０７，８４８
商 品 及 び 製 品 ２４，８１７ リ ー ス 債 務 １５９，６７３
仕 掛 品 ４，７５３ 未 払 法 人 税 等 １４４，３８６
原材料及び貯蔵品 ８４，３９３ 未 払 金 １，６３２，３３９
そ の 他 ５８，５９６ 賞 与 引 当 金 ３３３，５６２
貸 倒 引 当 金 △ １，９２８ 前 受 金 ８２８，５３４

固定資産除却損失引当金 ９５，３６０
資 産 除 去 債 務 ７８，３４４
そ の 他 ６０５，８６４

固 定 資 産 １２，６３６，０３８ 固 定 負 債 ５，１７４，１９９
有 形 固 定 資 産 ９，７７７，４１４ 長 期 借 入 金 ２，３２３，８４４
建物及び構築物 ２，３６１，７３３ リ ー ス 債 務 ３７９，７０４
機械装置及び運搬具 １，７３７，８６９ 繰 延 税 金 負 債 ２，３４２
土 地 ４，９９３，０４２ 役員退職慰労引当金 １０４，７８５
リ ー ス 資 産 ４７６，０５２ 固定資産除却損失引当金 １８１，７００
そ の 他 ２０８，７１７ 退職給付に係る負債 １，７８１，８８９
無 形 固 定 資 産 １３５，２８９ 資 産 除 去 債 務 １７８，３９９
投資その他の資産 ２，７２３，３３４ 負 の の れ ん ７３６
投 資 有 価 証 券 １，５８５，１６５ そ の 他 ２２０，７９７
繰 延 税 金 資 産 ９４４，３８２ 負 債 合 計 １０，７７９，１４８
そ の 他 １９３，７８６ 純 資 産 の 部

株 主 資 本 ６，７２１，７７５
資 本 金 １００，０００
資 本 剰 余 金 １，７４６，３１３
利 益 剰 余 金 ５，１１０，２７１
自 己 株 式 △ ２３４，８１０

その他の包括利益累計額 ４８６，３１９
その他有価証券評価差額金 ４６２，１４３
退職給付に係る調整累計額 ２４，１７５

非 支 配 株 主 持 分 ４８，１３０
純 資 産 合 計 ７，２５６，２２５

資 産 合 計 １８，０３５，３７４ 負債及び純資産合計 １８，０３５，３７４
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連 結 貸 借 対 照 表
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令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

（単位：千円）
科 目 金 額

営 業 収 益 １１，９０７，１８０
営 業 費

運輸業等営業費及び売上原価 １１，０２５，７３２
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 １，３１２，４３４ １２，３３８，１６６

営 業 損 失 ４３０，９８６

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 ４０，３１０
そ の 他 の 収 益 ９０，７３７ １３１，０４７

営 業 外 費 用
支 払 利 息 ５６，３２４
そ の 他 の 費 用 ４，５１６ ６０，８４０

経 常 損 失 ３６０，７７８

特 別 利 益
補 助 金 １，０４８，６５２
工 事 負 担 金 益 １，７０５，９３６
そ の 他 の 特 別 利 益 １６０，１６７ ２，９１４，７５６

特 別 損 失
固 定 資 産 圧 縮 損 １，５５３，１２２
減 損 損 失 ２７３，３０３
そ の 他 の 特 別 損 失 １１２，９７３ １，９３９，４００

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 ６１４，５７７
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 １６９，９８１
法 人 税 等 調 整 額 △ １０２，８９８ ６７，０８３
当 期 純 利 益 ５４７，４９４
非支配株主に帰属する当期純利益 △ ２３７
親会社株主に帰属する当期純利益 ５４７，７３１
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連 結 損 益 計 算 書
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令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

当連結会計年度期首残高 １００，０００ １，７４６，３１３ ４，６１５，４２０ △ ２３４，８１０ ６，２２６，９２４

当連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △ ５２，８８０ △ ５２，８８０

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 ５４７，７３１ ５４７，７３１

株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額（純額） －

当 連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計 － － ４９４，８５１ － ４９４，８５１

当連結会計年度末残高 １００，０００ １，７４６，３１３ ５，１１０，２７１ △ ２３４，８１０ ６，７２１，７７５

その他の包括利益累計額 非 支 配
株主持分 純資産合計

その他有価証券
評 価 差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括
利益累計額合計

当連結会計年度期首残高 ２９７，８４５ ５，４０７ ３０３，２５３ ４８，１４４ ６，５７８，３２２

当連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － △ ５２，８８０

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 － ５４７，７３１

株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額（純額） １６４，２９７ １８，７６８ １８３，０６５ △ １３ １８３，０５１

当 連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計 １６４，２９７ １８，７６８ １８３，０６５ △ １３ ６７７，９０２

当連結会計年度末残高 ４６２，１４３ ２４，１７５ ４８６，３１９ ４８，１３０ ７，２５６，２２５

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書



― ２４ ―

令和８年３月３１日現在

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 ２，５９４，３１０ 流 動 負 債 ４，５２９，４６８
現 金 及 び 預 金 ６１４，１７１ 短 期 借 入 金 １，６９２，２７２
未 収 運 賃 １９９，７３２ 未 払 金 １，６８８，０６８
未 収 金 １，５５４，６６１ 未 払 費 用 １０６，０６７
未 収 収 益 ３，５３５ 未 払 消 費 税 等 １９，３８７
関係会社短期貸付金 １２８，０００ 未 払 法 人 税 等 ６５，３５３
商 品 ３４８ 預 り 連 絡 運 賃 ６，３９６
貯 蔵 品 ５８，３１６ 預 り 金 ２５，０５２
前 払 費 用 ３３，０１８ 前 受 金 ７，７００
その他の流動資産 ２，５２５ 前 受 運 賃 ５５４，０２０

前 受 収 益 ２４，６７２
契 約 負 債 ４０，４３２
賞 与 引 当 金 １２６，３３９
固定資産除却損失引当金 ９５，３６０
資 産 除 去 債 務 ７８，３４４

固 定 資 産 １０，２６４，０２５ 固 定 負 債 ３，４０１，９１６
自動車事業固定資産 ３，７６２，９３８ 長 期 借 入 金 １，６１２，２９３
鉄道事業固定資産 ８２８，７１４ 退職給付引当金 １，２６８，０１２
その他事業固定資産 ２，０９０，５４０ 役員退職慰労引当金 ２３，９２８
各事業関連固定資産 ２８９，９２８ 固定資産除却損失引当金 １５６，７００
その他の固定資産 ４６，２０８ 資 産 除 去 債 務 １２７，９３４
投資その他の資産 ３，２４５，６９５ その他の固定負債 ２１３，０４７
関 係 会 社 株 式 ７０１，０７３
投 資 有 価 証 券 １，４５８，８３１ 負 債 合 計 ７，９３１，３８５
関係会社長期貸付金 ７３５，２００ 純 資 産 の 部
長 期 前 払 費 用 ２，４５９ 株 主 資 本 ４，４９７，４８４
繰 延 税 金 資 産 ５４３，８５６ 資 本 金 １００，０００
その他の投資等 １１４，６５６ 資 本 剰 余 金 １，７４６，８８８
貸 倒 引 当 金 △ ３１０，３８０ 資 本 準 備 金 ３２，０３２

その他資本剰余金 １，７１４，８５５
利 益 剰 余 金 ２，８８５，４０５
利 益 準 備 金 １８４，１５２
その他利益剰余金 ２，７０１，２５３
別 途 積 立 金 ４００，０００
繰越利益剰余金 ２，３０１，２５３

自 己 株 式 △ ２３４，８１０
評価・換算差額等 ４２９，４６６
その他有価証券評価差額金 ４２９，４６６

純 資 産 合 計 ４，９２６，９５０
資 産 合 計 １２，８５８，３３６ 負債及び純資産合計 １２，８５８，３３６
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

貸 借 対 照 表
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令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

（単位：千円）
科 目 金 額

自 動 車 事 業
営 業 収 益 ４，１２１，８９９
営 業 費 ３，６４９，９２４
営 業 利 益 ４７１，９７４

鉄 道 事 業
営 業 収 益 ６０１，６４０
営 業 費 ９２０，４３７
営 業 損 失 ３１８，７９７

そ の 他 事 業
営 業 収 益 ３４１，１４８
営 業 費 １７４，１４０
営 業 利 益 １６７，００８

全事業営業利益 ３２０，１８６

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 ４６，６２３
そ の 他 の 収 益 ４４，８２５ ９１，４４８

営 業 外 費 用
支 払 利 息 ３５，５４２
そ の 他 の 費 用 ３，４０３ ３８，９４６

経 常 利 益 ３７２，６８８

特 別 利 益
工 事 負 担 金 益 １，６７６，３２９
補 助 金 ２３８，６０４
そ の 他 の 特 別 利 益 ４２，８８３ １，９５７，８１８

特 別 損 失
固 定 資 産 圧 縮 損 １，５８７，１０６
減 損 損 失 ２３，３８７
そ の 他 の 特 別 損 失 ６０，７５９ １，６７１，２５３

税 引 前 当 期 純 利 益 ６５９，２５２
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 ７０，８０２
法 人 税 等 調 整 額 ６１，２０８ １３２，０１１
当 期 純 利 益 ５２７，２４１
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書
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令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資 本
準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金 利 益
剰余金
合 計

別 途
積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 １００，０００ ３２，０３２ １，７１４，８５５ １，７４６，８８８ １８４，１５２ ４００，０００ １，８２６，８９２ ２，４１１，０４４

当 期 変 動 額

剰余金の配当 － △５２，８８０ △５２，８８０

当 期 純 利 益 － ５２７，２４１ ５２７，２４１
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － － － － － － ４７４，３６０ ４７４，３６０

当 期 末 残 高 １００，０００ ３２，０３２ １，７１４，８５５ １，７４６，８８８ １８４，１５２ ４００，０００ ２，３０１，２５３ ２，８８５，４０５

株 主 資 本 評価・換算
差 額 等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

当 期 首 残 高 △ ２３４，８１０ ４，０２３，１２３ ２７３，９３６ ４，２９７，０５９

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △ ５２，８８０ △ ５２，８８０

当 期 純 利 益 ５２７，２４１ ５２７，２４１
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） － １５５，５２９ １５５，５２９

当期変動額合計 － ４７４，３６０ １５５，５２９ ６２９，８９０

当 期 末 残 高 △ ２３４，８１０ ４，４９７，４８４ ４２９，４６６ ４，９２６，９５０

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書
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独立監査人の監査報告書

令和８年５月２０日
北陸鉄道株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
北陸事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 杉 江 俊 志
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 南 波 洋 行

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、北陸鉄道株式会社の令和７
年４月１日から令和８年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、北陸鉄道株式会社及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査にお
ける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その
他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、そ
の他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれ
ておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通
読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で
得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判
断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書
類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本



― ２８ ―

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に
不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監
査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連
結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を
実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は
監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行
われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
ような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連
結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計
算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連
結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に
関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実
施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任
がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、
及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的
に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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独立監査人の監査報告書
令和８年５月２０日

北陸鉄道株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
北陸事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 杉 江 俊 志
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 南 波 洋 行

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、北陸鉄道株式会社の

令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの第１１４期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査におけ
る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その
他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、そ
の他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれて
おらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読
の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た
知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判
断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を
作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。

会計監査人の監査報告書 謄本
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不
正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査
報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書
類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性がある
と判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を
実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は
監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの
ではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続
を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行
われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう
な事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書
類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の
注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算
書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、
及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的
に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以 上
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監 査 報 告 書
当監査役会は、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの第１１４期事業年度に

おける取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議
の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴ 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況
及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務
の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情
報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いた
しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲
覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の
交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業
務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項及
び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づ
き整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監
視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が
適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げ
る事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算
書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ
の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２． 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく
示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令、若しくは定款に違反する
重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。ま
た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執
行についても、指摘すべき事項は認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。
⑶ 連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

令和８年５月２１日
北陸鉄道株式会社 監査役会
常勤監査役 大 塚 直 樹
社外監査役 梅 村 有 輔
社外監査役 東 寿 弘

以 上

監査役会の監査報告書 謄本
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金処分の件
当期の期末配当につきましては、当社を取り巻く経営環境及び経営基盤
強化に必要な内部留保を勘案し、次のとおりとさせて頂きたいと存じます。
１． 配当財産の種類

金銭
２． 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社株式１株につき１５円
配当総額 ５２，８８０，２６５円

３． 剰余金の配当が効力を生じる日
令和８年６月２９日

第２号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
⑴ 目的の追加

本年４月１日付をもって、当社は子会社であった北鉄金沢バ
ス株式会社を吸収合併いたしました。これに伴い、同社が従前
営んでおりました事業を円滑に承継するため、当社の目的に所
要の変更（追加）を行うものであります。

２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部は変更部分を示します）
現 行 定 款 変 更 案
第１章 総 則

（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むこ
とを目的とする。
⑴
～ 【条文省略】
⑽
【新 設】
【新 設】

【新 設】

⑾ 前各号の目的達成に関連または
付帯する事業および投資

第１章 総 則
（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むこ
とを目的とする。
⑴
～ 【現行どおり】
⑽
⑾ 労働者派遣事業
⑿ 各種商品（玩具、模型、記念乗
車券等）の企画、製造、販売

⒀ インターネット等の通信ネット
ワークを利用した通信販売業

⒁ 前各号の目的達成に関連または
付帯する事業および投資



― ３３ ―

第３号議案 取締役１名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役西宮義人氏は辞任されます。つきまし
ては退任取締役の補欠として取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じ
ます。
なお、選任された場合の任期は、当社定款第１８条第２項の定めにより、

在任取締役の任期の満了すべき時までとなります。
取締役候補者は次のとおりであります。
氏 名

（生年月日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する
当社の
株式数

さかがみ
坂 上

ただし
正

（昭和４３年３月９日生）

平成４年５月 当社入社
平成３０年７月 当社人事部付部長心得
令和２年７月 当社人事部長（現任）

（重要な兼職の状況）
北陸ビルサービス㈱ 代表取締役社長

１０株

（注）
１． 候補者と当社の間に特別な利害関係はありません。
２． 当社は当社及び当社子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする役員等賠償責任保
険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関して責任を負うこと又
は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。
取締役候補者の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者となります。

第４号議案 監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって、社外監査役梅村有輔及び東寿弘の両氏は辞任
されます。つきましては退任監査役の補欠として監査役２名の選任をお願
いいたしたいと存じます。また、本議案につきましては、あらかじめ監査
役会の同意を得ております。
なお、選任された場合の任期は、当社定款第２７条第２項の定めにより、

退任監査役の任期の満了すべき時までとなります。
監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式数

１
かとう
加 藤

さとし
悟 司

（昭和４４年１月４日生）

平成３年４月 名古屋鉄道㈱入社
平成２６年６月 宮城交通㈱取締役
平成２９年７月 名古屋鉄道㈱総務部長
令和２年６月 同社執行役員
令和４年４月 同社常務執行役員
令和４年４月 同社人事部長
令和５年６月 同社取締役常務執行役員
令和８年４月 同社取締役専務執行役員（現

任）

０株
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候補者
番号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式数

２
かたうら
片 浦

いちろう
一 郎

（昭和４３年６月３日生）

平成３年４月 名古屋鉄道㈱入社
平成３０年６月 名鉄タクシーホールディングス㈱

取締役
令和元年６月 東鉄タクシー㈱取締役
令和５年３月 ㈱電通名鉄コミュニケーションズ

専務取締役
令和８年６月 石川交通㈱代表取締役社長（現

任）

０株

（注）
１． 各候補者と当社の間に特別な利害関係はありません。
２． 加藤悟司及び片浦一郎の両氏は、社外監査役候補者であります。
３． 社外監査役候補者の選任理由について

（ア）加藤悟司氏につきましては、名古屋鉄道㈱の取締役を務められており、企業経営に
精通し、その経験・見識から社外監査役として職務を適切に遂行できるものと考えま
す。以上の理由から社外監査役としての選任をお願いするものであります。

（イ）片浦一郎氏につきましては、石川交通㈱の取締役社長を務められており、旅客自動
車運送事業に精通し、その経験・見識から社外監査役として職務を適切に遂行できる
ものと考えます。以上の理由から社外監査役としての選任をお願いするものでありま
す。

４． 加藤悟司及び片浦一郎の両氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行
者であるものを除く）ではなく、また過去１０年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は
役員（業務執行者であるものを除く）であったこともありません。

５． 加藤悟司及び片浦一郎の両氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の
財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。

６． 加藤悟司及び片浦一郎の両氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の
配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

７． 当社は社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で、当
社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。
当社は、加藤悟司及び片浦一郎の両氏に対しましても社外監査役就任をもって、責任限定
契約を締結することを予定しております。
この責任限定契約の概要は次のとおりであります。
・社外監査役がその任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法
第４２５条第１項の最低責任限度額を上限として、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行に
ついて善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

８． 当社は当社及び当社子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする役員等賠償責任保
険契約を締結しており、被保険者である監査役がその職務の執行に関して責任を負うことま
たは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。
各監査役候補者の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者となります。
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第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任される西宮義人氏に対し、在任中
の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を
贈呈いたしたいと存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等につきましては、取締役
会にご一任頂きたいと存じます。退任取締役に対する退職慰労金につきま
しては、当社取締役会が決定した取締役の報酬等の決定方針に沿って、当
社の定める一定の基準内とするものであり、その内容は相当であると判断
しております。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

にしみや
西 宮

よしひと
義 人 平成２９年６月 当社取締役 現任に至る

以 上
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＜メモ欄＞
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＜メモ欄＞
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＜メモ欄＞
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決 算 日 ３月３１日

株式に関する事務の取扱 株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

郵便物の送付先 〒１６８－００６３ 東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

電 話 照 会 先 フリーダイヤル ０１２０－７８２－０３１
取 次 所 三井住友信託銀行株式会社 全国本支店

株主へのご案内
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金沢市役所

香林坊
大和

金沢ニュー
グランドホテル

尾山神社近江町市場

金沢エムザ
片町

157

尾山神社

南町

南町・尾山神社バス停

南町・尾山神社バス停
尾山神社前

金沢ニュー
グランドホテル

北陸銀行

石川県
文教会館

みずほ銀行

金沢商工会議所会館

IR金沢駅

JR金沢駅

株主総会会場ご案内図

会場 金沢市尾山町９番１３号
金沢商工会議所会館

交通 「南町・尾山神社」バス停より徒歩２分


